
ORTHO-REX（矯正歯科専用システムソフトウェア） 有限会社レックス

ソフトウェア使用許諾書

　この許諾書は有限会社レックス（以下、甲といいます。）が提供するortho-REX矯正歯科専門自費カルテ
ソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます。）の使用について、使用頂くお客様（以下、乙といいま
す。）に対して、下記条項に基づき、条件を定めたものです。


第１条（定義）

1. 「本ソフトウェア」に関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本ソフトウェアは日本の著作権法その他
関連して適用されている法律等によって保護されています。したがってお客様は、本ソフトウェアを他の著作物と
同様に扱わなければなりません。


第２条（使用許諾の範囲）
1. 甲は、乙に対し、 本ソフトウェアの使用を開始することによって、本契約は成立したことになります。したがっ

て、本ソフトウェアの使用を開始する前に本契約の内容をよくお読みください。


2. 甲は、乙に対し、本ソフトウェアの譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。


3. 乙は、本ソフトウェア及び付属するドキュメントを複製することはできません。


4. 乙は、本ソフトウェアの変更または改造を行うことはできません。


5. 乙は、本ソフトウェアを、有償・無償を問わず第三者に貸与することはできません。


第３条（責任制限）
1. 甲は、本ソフトウェア製品が乙の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありま

せん。


2. Claris, Inc.の提供するFileMaker Proの不具合が原因で、本ソフトウェアの動作に影響を及ぼした場合、甲は本ソフ
トウェアの正常な動作を保障しないものとします。


3. 甲は、本ソフトウェア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウェア製品の機能及び品質が乙の特
定目的に適合することを、保証するものではありません。


4. 甲は、乙が本ソフトウェア製品を使用した結果被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。


第４条（サンプル利用について）
1. サンプル版では、制限を設けていますので、一定条件を超過すると使用出来ません。


2. サンプル版では、内容の変更の制限も設けております。


3. 継続してご利用希望の場合は、ライセンス版の導入をご検討ください。　


第５条（データの管理）
1. 個々のパソコンに保存されているデータ等は、それぞれ管理者（使用者）の責任においてバックアップ管理するも

のとする。


2. 乙が、甲に対し、希望する場合はデータの保護、バックアップ対策の提案を有償にて行う。


3. 甲は、乙に対して、データの破損、損失は保証、責任を負わないものとする。
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第６条（機密保持）
1. 甲は、乙から開示または提供を受けたコンピュータ構成情報、およびファイル情報（以下「秘密情報」といいます）

を秘密として保持し、乙へ事前の書面による承諾なしに、第三者に開示しません。 
ただし、以下の場合はこの限りではありません。


　　　　①開示の時点で既に公知のもの

　　　　②開示後、甲の責任によらず公知になったもの

　　　　③第三者から正当に開示されたもの

　　　　④甲が開示前より自ら所有しているもの

　　　　⑤甲が独自に開発したもの

　　　　⑥乙が口頭により開示または提供されたもの 
　　　（ただし乙が当該内容を速やかに書面化し、秘密情報である旨を甲に通知した場合を除きます）

2. 甲は、乙より秘密情報の開示を受けた事実を秘密とし、第三者に公表しません。


3. 甲は、秘密情報をサポート案件以外の目的に使用しません。ただし、別途乙の許諾を受けた場合はこの限りではあ
りません。
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